


政務活動報告書 

研修会名：これからの子育て支援 ～安心して子育てができるまちを目指して～ 

 

講座・講師 

講義①：子育て支援施策の動向 

講師：こども家庭庁 長官官房参事官（総合政策担当） 中原 茂仁 氏 

講義②：これからの子育て支援を考える 

講師：淑徳大学総合福祉学部 教授 佐藤 まゆみ 氏 

講義③：妊娠期から子育て期まで包括的に子育て家庭を支援する 

講師：公益社団法人母子保健推進会議 会長 佐藤 拓代 氏 

講義④：妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援～伊達市の取組～ 

講師：福島県伊達市こども家庭センタ－ 副主幹兼ネウボラ推進係長兼統括支援員 村田 桂 氏 

講義⑤：子育て家庭の居場所づくりについて～松戸市の取組～ 

講師：千葉県松戸市子ども部こども未来応援課 主査 小池 友彦 氏  

演習：持ち寄り事例による課題解決フォーラム（グループ討議） 

 

内容 

子ども政策の現状と先進自治体の取組報告 

１. 子ども家庭庁の概要と政策の枠組み 

令和５年に新設された子ども家庭庁は、「こどもまんなか社会」の実現をめざし、妊娠期から子育て期まで一貫

した支援を行う国の中核機関。 

• 予算規模：約 7.3 兆円 

 主な使途：児童手当（約 2.5 兆円）、育児休業給付金、高等教育の無償化、障害児支援、虐待防止、ひとり親家

庭支援など。 

• 子ども基本法（令和５年４月施行） 

 国・地方自治体が「子ども政策」を策定・推進する法的枠組み。 

• 基本理念（６つ） 

 １）子どもの人権保障  ２）養育と生活の保障 

 ３）意見表明機会の確保 ４）意見の尊重 

 ５）家庭養育の支援   ６）子育てに喜びを感じられる社会 

• 計画の体系 

 - 国：５年ごとの「子ども大綱」、毎年の「実行計画」 

 - 自治体：子ども計画の策定が努力義務 

 

２. 少子化対策と子ども未来戦略（岸田政権） 

2023 年に策定された「こども未来戦略」は、年 3.6 兆円規模の少子化対策の集中投資を図るもの。 

• 経済的支援の拡充 

 児童手当の所得制限撤廃・高校卒業まで延長、妊娠・出産時の給付金等 

• 子育てサービスの向上 

 「子ども誰でも通園制度」創設、保育士の配置基準改善や処遇改善 

• 働き方との両立支援 

 育休取得率目標（男女 85％）、テレワーク推進、男性育休給付の拡充 



• 目標：「こどもまんなか社会」 

 子どもが身体的・精神的・社会的に健やかに育つ社会の実現 

 

３. 子どもの声を政策に活かす取り組み 

• 「子ども若者意見プラス」制度 

 全国で約 4,000 人の子ども・若者が登録。意見募集とフィードバックを重視。 

• 意見を聞く工夫 

 ・分かりやすい資料づくり ・年齢に応じた説明 ・ファシリテーター活用 

 ・意見反映の可視化と報告が重要 

４. 地域と家庭を支える支援ネットワーク 

• 支援資源の分類 

 ・フォーマル：行政、教員、児童福祉職、警察、民生委員等 

 ・インフォーマル：友人、近所、PTA、習い事の先生など 

 ・「場」としての資源：児童館、学校、図書館、地域施設など 

• 支援の網が粗いと、「支援につながれない」家庭がこぼれ落ちてしまうリスク。 

• 家族構成の多様化 

 ・出生数減少（2023 年：68万人） 

 ・核家族化、ひとり親・外国ルーツの家庭などが増加 

 ・ひとり親家庭の所得は一般家庭の約半分 

 

５. 先進自治体の取組【伊達市／福島県】 

伊達市は人口 5.5 万人の地方都市。平成 29 年から、フィンランドの「ネウボラ」にならい、切れ目のない子

育て支援を実践。 

• 特徴的な取組 

 ・妊娠届出時から 18歳まで、同じ保健師が伴走支援 

 ・全妊婦に「育児応援パッケージ」＋自宅訪問（妊娠 32週頃） 

 ・産後ケアの拡充、パートナーの参加促進 

 ・市内 11 名の保健師に個別携帯を支給、直接連絡体制を整備 

 ・公認心理師、相談員など多職種連携 

• 成果 

 ・「この地域で子育てしたい」：全国平均 64.7％→伊達市 77％ 

 ・産後うつ傾向：令和４年 8.7%→令和６年 6.5%に減少 

 ・支援の連続性により、信頼関係が継続 

 

６. 先進自治体の取組【松戸市／千葉県】 

東京都に隣接する人口約 50 万人の都市。利便性の高さと一体的な子育て支援で人気を集める。 

• 特徴的な取組 

 ・保育所待機児童ゼロを 10年継続 

 ・全 23駅周辺に０～２歳対象の小規模保育整備 

 ・放課後児童クラブと放課後キッズルームを全小学校に設置 

 ・中高生と乳幼児のふれあい体験（命の教育） 

 ・医療的ケア児や多胎児家庭への手厚い支援 



 ・子育てコーディネーター（利用者支援専門員）を各施設に配置 

 ・一時預かり利用と併設のワーキングスペース提供 

 

７. 今後に向けて 

• 「困ってから」ではなく、「困る前」の予防支援へ 

• 妊娠期からの切れ目のない支援に投資 

• 「地域の実家」機能として、関係性の継続と伴走支援の強化 

• 子どもの声を政策へ反映する仕組みの整備 

• 保健・福祉・教育の横断的連携と体制整備 

• すべての家庭が「孤立しない」まちづくりへ 

 

所感 

基礎的知識からこれから国が政策として進める方向性や、制度の切れ目から、支援が届きにくい方々が明確化

され、具体的なアプローチの仕方まで濃い内容の講義ばかりだった。全国から約 50 名の職員、議員の集まりグ

ループ討議では、持ち寄り事例を出し合い、様々な取り組みを行い試行錯誤しながら行っておられる様子や、行

政、議員の視点から討議できたことは、それぞれの立場、視点で支援の形を考えられる良い機会だった。 

伴走型支援は宍粟市ではすでに母子保健時からスタートしているが、少子化の中でも問題は隠れやすく、様々

なところに協力者を作っておく必要性を強く感じた。今後は得た学びをしっかり宍粟市へ生かせて行けるよう努

める。 

 



















 

地方議員研究会 参加報告書 

日時：2026 年 3 月７日 講師：地方議会研究会事務局長 杉本 康介 氏  

テーマ：予算審査と財政の基本  

財政制度の基本理解 

地方交付税制度 

・地方固有の財源であり、国からの施しではない（税を国が集めて国が再交付している） 

・基準財政需要額と基準財政収入額の差額を交付 

・交付税により、どの自治体も標準的なサービスを提供できる 

財政力指数の意味 

・基準財政収入額÷基準財政需要額で計算 

・財政力指数が低いことは必ずしも財政が厳しいことを意味しない 

・不交付団体(財政力指数 1 以上)は約 70 自治体と少数 

財政危機の本質 

・収入の範囲を超えて支出を組んでいることが問題 

・基金(貯金)の取り崩しに依存した予算編成は持続不可能    

・赤字になる自治体は予算編成の考え方に問題がある 

基金運用の重要性 

運用の必要性 

・金利上昇局面では、普通預金に置いておくのは機会損失 

・地方自治法で基金運用は法的に推奨されている 

・自分の資金なら普通預金に全額預けることはしないはず 

国東市の先進事例 

・基金運用で年間 2 億~3 億円の収益を上げている 

・運用条例を制定し、体系的に運用 

・資金運用の専門職員が博士号を取得して運用を担当 

・「基金運用しませんか」と提案するだけなので気軽に質問できる 

・年間 2000 万円の安定収入になる可能性がある 

・何か事業を削る提案ではなく、既存資源の有効活用を促す建設的提案 

予算質疑の準備資料 

必須資料 

・予算編成方針(各部署への予算編成の指示内容) 

・決算カード(総務省が公開する標準化された決算データ) 

・財政状況資料集(総務省ホームページで入手可能) 

・市長の施政方針、記者会見資料 

・事業概要書または事務事業シート 

過去の決算との連携 

・決算委員会での指摘事項が予算にどう反映されたか確認 



・前年度予算の執行状況(執行率)を確認 

・監査委員の意見書を 5 年分程度確認 

財政非常事態宣言について 

全国的な状況 

・令和 7 年度は約 30 自治体が財政非常事態宣言を発出 

・共通点は基金の枯渇と収支バランスの悪化 

・支出削減を避けてきた結果が現状 

西予市の事例 

・財政危機プラン発表後、議員から市長への謝罪要求 

・しかし予算を承認してきたのは議会であり、議会の責任でもある 

・財政状況の理解不足が問題を悪化させた 

議会の役割と責任 

予算承認の重要性 

・予算は議会の承認なしに執行できない 

・住民の税金の使い道を決めているのは議会 

・賛成した以上、結果に対する責任は議会にもある 

修正権の活用 

・議会には予算修正権がある 

・異議があれば修正案を提出すべき 

・賛成討論で意見を述べるだけでは不十分 

質問の質の向上 

・数字の確認ではなく、政策判断を問う質問をする 

・「何のために」「誰のために」を繰り返し問う 

・役所が予算編成方針で掲げた内容の実現状況を確認 

その他の重要トピック 

人事・給与について 

・給与費明細書は予算書に必ず記載されている 

・人事行政の運営状況は検索で入手可能 

・給与水準は条例で決定するため、議会で自由に決められる 

借金(地方債)について 

・物を作る事業は一般財源が少なく、借金と補助金で実施できる 

・そのため自治体は箱物を作りたがる傾向がある 

・借金の借入先、金利、返済計画について質問すべき 

・退職手当債など特殊な借金を使い始めたら要注意 

会計年度独立の原則: 

・その年の収入でその年の支出を賄うのが原則 

・基金取り崩しを前提とした予算編成は原則に反する 


